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令和７年度予算編成方針について（通知） 

 

このことについて、越生町予算事務規則第５条の規定に基づき、令和７年度予

算編成方針を定めたので通知します。 

各課（局）においては、本方針に基づき、予算見積書等関係書類を調整し、下

記期限までに提出してください。 

 

 

 

《提出期限》 令和６年９月２７日（金） 

 



 

 

令和６年８月 

 

令和７年度予算編成方針について 

 

１ 経済状況と国の動向 

 

令和６年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2024（骨太の

方針）」では、賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現を目指すことが示

されました。 

その中では、当面の経済財政運営について、物価上昇が賃金上昇を上回る中

で、消費は力強さを欠いているものの、今後は、景気の緩やかな回復が続く中

で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待されている。その一方で、

海外景気の下振れによるリスクや円安等に伴う輸入物価の上昇の影響には十分

注意する必要があるとしている。 

そして、令和７年度予算編成に向けた国の考え方としては、持続的・構造的

賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の抜本的

強化の取組みを加速させるなど、重要施策課題には必要な予算措置を講じるこ

とにより、社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現に繋げていくこ

ととしている。 

また、財政の健全化に関しては、令和７年度に国と地方を合わせたプライマ

リーバランスの黒字化を目指しており、今後、１２月に国から公表される令和

７年度の地方財政収支見通し及び地方財政計画においても、地方財政にとって

厳しい状況となることが予想されるため、引き続き国の動向に注視する必要が

あるとしている。 

 

２ 本町の財政状況 

 

令和５年度の歳入は、固定資産税や軽自動車税などの町税のほか、地方譲与

税や地方交付税といった一般財源額が前年度の決算額を上回ったものの、今後、

更なる人口減少や企業収益等の悪化により、町税等の一般財源の確保に影響す

ることが見込まれる。 

一方、歳出は、高齢化に伴う社会保障費の自然増、インフラを含めた公共施

設の老朽化対策、一部事務組合の負担金や特別会計に対する繰出金などが増加

する傾向にあり、今後も財政需要が年々増大することが見込まれる。 

また、こども未来戦略に基づいた少子化対策、デジタル技術の活用等による

業務効率化、地球環境への負荷を軽減させる取組みなど、様々な行政課題に対

応する必要もある。 

更には、物価高騰の影響により、燃料費、光熱水費、維持補修費などの経常



 

 

経費が高騰することが見込まれることから、今後もより一層厳しい財政運営を

余儀なくされることもある。 

本町の財政指標では、令和５年度の経常収支比率は８９．９％となり前年度

対比で１．０ポイント高まり、依然として財政構造の硬直化が続いているとこ

ろである。その他の指標についても、実質公債費比率は５．７％となり前年度

対比０．８ポイントの増となっている。 

今後については、将来を見据えた行政課題や地域課題に的確に対応していく

ため、計画的かつ効率的に事業を進めるとともに、これまで以上に歳入歳出の

収支均衡の堅持を意識しながら、引き続き健全な財政運営を図る必要がある。 

 

３ 令和７年度予算編成方針 

 

 第１ 総論 

第６次越生町長期総合計画のまちづくりの基本理念及び町の将来像である

「みどりとせせらぎのまち 越生 〜笑顔と活気に満ち 夢が広がるまちづく

り～」の実現に向けて、各種施策を力強く推進しているところであり、さらに、

令和３年３月に改訂した越生町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた基本

目標を着実に取り組んでいるところである。 

また、令和６年５月には「こどもまんなか応援サポーター宣言」を行った。

そして更なる子育て施策を拡充することで、町全体でこどもが健やかに育つこ

とができる社会を推進する。 

町の将来を見据えながら、各種施策を実施していくためには、事業の目的や

期待される効果、これまでの成果を改めて整理し、町民のニーズを的確に捉え

た施策、事業になっているかを検証することが求められる。 

令和７年度予算編成に当たっては、国や県の動向に注視し、特定財源及び自

主財源の確保を強化し、より一層の創意工夫を図り、限られた財源の有効的な

活用に向け、全庁を挙げて組織的・横断的に予算編成に取り組むことが重要で

ある。 

更に、職員一人ひとりが本町の厳しい財政状況を十分に理解し、最少の経費

で最大の効果が得られるよう、全職員が一丸となって施策に取り組み、町民が

安心して住める元気なまちづくりの実現を目指すものとする。 

 

第２ 予算編成の基本的な考え 

次の４つの事項を基本的な考えとして、予算編成の柱とする。 

第１に、町民の日々の生活を支える施策に取り組み、成果が実感できる事業

の予算を計上する。特に、少子化・人口減少対策、福祉・子育て支援対策や教

育の充実、観光・商工業の活性化、農林業の支援強化、特定外来生物からの被

害防止策、脱炭素社会の実現、新型コロナウイルス等の感染症予防対策、頻発

化・激甚化する自然災害・危機への対応・防災力の強化など、各種の重要課題



 

 

に適切に対応する。 

第２に、高度・多様化する行政需要に的確に対応するため、デジタル田園都

市国家構想の趣旨に基づく自治体ＤＸを積極的に推進する事業を増やし、ＳＤ

Ｇｓの実現を目指しながら、限られた財源を効率的かつ効果的に活用する。 

「地方公共団体情報システム標準化基本方針」に基づき、統一・標準化を効

率的かつ効果的に推進し、町民にとって利便性の向上が図れるようにする。 

第３に、将来の越生町を見据え、住民の暮らしと健康を守り、地域の活性化

が図られる事業を展開する。そして、少子高齢社会においても官民連携・地域

連携の取り組みを進め、町民が住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整備

する。また、これまで以上に移住者や定住者の受入れ易い環境を整備すること

も必要である。 

女性・若者まちづくり会議でまとめた提言を活かすほか、埼玉版スーパー・

シティプロジェクトに基づくまちづくりを進める。なお、事業構築の際には、

より多くの町民が世代や属性を超えて幅広く参加できることを意識した事業内

容も検討するものとする。 

第４に、社会情勢の変化やエネルギー価格等の上昇するなか、執行方法を含

めた積極的な事業の見直しを行うほか、創意工夫を念頭に、各課（局）内で十

分議論を尽くしたうえで予算編成に取り組むものとする。 

 

第３ 予算編成に関する基本的事項 

（１）当初予算は、原則として通年予算を編成するものとし、年間を通して予

測されるすべての収入・支出を確実に見込むこと。年度途中の補正は制度

の改正に伴うもの及び災害関連経費等、緊急性を求められるもの以外は原

則として認めない。 

（２）歳入の合理的な確保を図るとともに、財源の重点的配分と経費支出の効

率化に徹して、創意工夫と節度ある財政運営を堅持すること。 

（３）実施計画及び概算要求に掲げた事業のみ予算要求の対象とする。この事

業以外で要求が必要なものは、十分に内容を精査したうえで、別途詳細な

資料をもとに予算ヒアリングに臨むこと。 

（４）新規事業は、真に住民福祉の充実に寄与する緊急不可欠なものと重要施

策のみに限定すること。この場合、既存の経費の組み替えや節減合理化に

より、必要な財源を極力捻出するとともに、後年度に過重な財政負担を招

くことのないよう留意すること。 

（５）既存の事務事業については、内容及び効果を十分検討すること。既に所

期の目的を達成した事業や情勢の変化等により事業推進の必要性が薄れて

いるものについては廃止するなど、類似事業の整理統合など徹底した見直

しを図ること。 

（６）事業の実施に際し、補助対象となるものは必ず活用すること。ただし、

補助対象となる事業であっても、事業採択することが結果として、人件費



 

 

を含む一般財源の増大を招かぬよう注意すること。 

（７）国・県支出金を財源とする事業については、国・県の予算編成の動向や

行財政改革に伴う制度改正を的確に把握し、事業効果、負担区分のあり方

等を十分検討して事業の選択に努めること。 

（８）各事業については、執行計画を事前に十分検討し、年度内に確実に終了

するよう特に留意すること。 

（９）経常経費の節減、合理化についても重要課題と認識し、引き続き、さら

なる一般行政経費の抑制に努めること。 

（10）議会及び監査委員からの指摘や要望事項、並びに住民からの請願、陳情、

要望等については特に留意し、緊急性、必然性を十分検討したうえで対応

すること。 

（11）さまざまな地域課題の解決に向けては、官民の役割を踏まえながら、町

民、ＮＰＯ、ボランティア、企業などの多様な主体との協働を推進するこ

と。 

（12）予算の段階から、業務委託や工事の実施時期を定めておくこと。特に、

公共工事は施工時期の平準化に努めること。  

（13）継続費及び債務負担行為を設定する場合については、事業の規模、年割

額等を十分検討し、後年度に過重な財政負担を招くことのないよう留意す

ること。 

（14）特別会計及び企業会計については、一般会計に準ずることとし、特に企

業会計は「独立採算」の原則に基づき、経営的視点に立って今後の見通し

について十分な検討を行い、安易に一般会計からの繰入れに依存すること

のないよう、財政の健全化に努めること。 

 

 


